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第１６４回宮城県都市計画審議会議案の処理について 
 

決定主体 議案番号 
関 係 
市町村 

件名 処理結果 

宮城県 第 2284 号 多賀城市 仙塩広域都市計画道路の変更につ
いて 

平成 25 年 7 月 1 日 
宮城県告示第 565 号

宮城県 第 2285 号 東松島市 特殊建築物の敷地の位置について
平成 25 年 6 月 13 日 
建築許可第 H25-4 号 
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議案 第２２８６号 

 
 

石巻広域都市計画道路の変更について 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

根 拠 条 文：東日本大震災復興特別区域法第４８条第７項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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石巻広域都市計画道路の変更 

[石巻市復興整備計画（宮城県決定）] 

 

 
都市計画道路中 3・4・7号 大街道石巻港線ほか 1路線を次のように変更する。 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

 

理由 

 石巻市市街地は、東北地方太平洋沖地震及び津波により甚大な被害を受けたため、石巻市震災復

興基本計画の目標及び土地利用の方針に基づき復興事業を推進しており、これらの復興事業等との

整合を図るため都市計画道路を変更する。

種

別 

名  称 位    置 区 域 構    造 

備考 
番号 路線名 起点 終点 

主な 

経路地
延長 

構造

形式

車線

の数
幅員

地表式の区 
間における 
鉄道等との 
交差の構造 

幹

線

街

路 

3・4・7 
大街道 

石巻港線 

石巻市 

門脇字 

元浦屋 

敷 

石巻市 

門脇町 

三丁目 

石巻市 

大街道 

南五丁 

目 

約 4,890m 地表式 2 車線 20m 

 
石巻臨港貨 
物線と立体 
交差 
幹線街路と 
平面交差 
7箇所 

区域の一部変更 
幅員の一部変更 

車線数の決定 
(変更前) 
幅 員 :12m 

車線数：- 
(変更後) 
幅 員 :16m 

車線数：2 

3・4・17 
門脇稲井

線 

石巻市 

門脇町 

五丁目 

石巻市 

南境字 

台 

石巻市 

中央 

一丁目 

約 6,490m 地表式 2車線 18m 

 
JR 石巻線と 
立体交差 
幹線街路と 
平面交差 
9箇所 
 

幅員の一部変更 

(変更前) 
幅  員：16m 
(変更後) 

幅  員：17m 
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石巻広域都市計画図（石巻市都市計画総括図） 議案第２２８６号

　
石

巻

広

域

都

市

計

画

道

路

の

変

更

（

石

巻

市

）

石巻河南I.C

石巻港I.C

内海橋

石巻大橋

3・2・18南光門脇線

石巻市役所●

曽波神駅

蛇田駅
陸前山下駅

石巻駅

渡波駅

日和山
旧
北
上
川

開北橋

3・4・7号大街道石巻港線 L=4,890m N=2車線 W=20m 地表式N=2車線

起
点
：石

巻
市
門
脇
字
元
浦
屋
敷

N= － 終
点
：石

巻
市
門
脇
町
三
丁
目

3・
4・

17
号
門
脇
稲
井
線

L=
6,
49

0m
N
=2
車
線

W
=1
8m

地
表
式

終点：石巻市門脇町五丁目

起点：石巻市南境字台

石巻港 日和大橋

石巻トゥモロー

ビジネスタウン

●

東松島市

石巻市

追加する区域

廃止する区域

既決定区域

変更箇所

凡例
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